
６月の市民相談カレンダー
法 律 相 談 
（予約制）

弁護士が専門相談に応じます。
※ 予約は、７月３日分は６月１日（月）、７月１０日分は６月８日（月）、７

月17日分は６月１５日（月）から受け付けます。

7月3日（金）・10日（金）・
17日（金）
午後1時30分～4時30分

と　　　き と こ ろ 問い合わせ 内　　　容

市役所2階 生活課生活係
☎（63）2122

登 記 相 談
（予約制）

司法書士・土地家屋調査士が、相続・登記の手続き、
境界測量、家屋の新築等に伴う登記等に関する相談
に応じます。※予約は６月1日（月）から受け付けます。

7月21日（火）
土地家屋調査士
午前10時～正午
司法書士
午後1時30分～3時30分

市民生活相談 相談員が日常生活上の悩み等の相談に応じます。
月～金曜日

（受付窓口）
午前9時～午後4時30分

行 政 相 談 総務省から委嘱された行政相談委員が国などの行政に
関する相談に応じます。　石川実　小森基伊　大塚久行

生計の悩み
相 談

生計や就労等の悩みを相談員が聞き、問題解決に向
けて支援します。

生活相談・支援
センター
☎（63）2167

月～金曜日
（受付窓口）
午前9時～午後4時30分

市役所1階

女 性 相 談 女性の離婚やＤＶ被害等さまざまな悩みに関する相
談に応じます。（要予約）

こども・家庭サポート
センター
☎（63）2159

月～金曜日
午前8時30分～午後4時

消費生活相談

こころの健康
相 談

成年後見制度
相談（予約制）

消費生活相談員が商品やサービスに関するトラブル
など消費生活全般についての相談に応じます。
※木曜日は休所日。局番なしの「188」（全国共通
消費者ホットライン）におかけください。

一人で解決しようと頑張りすぎていませんか？
抱え込まず、ご相談ください。

司法書士が成年後見制度に関する相談に応じます。

消費生活センター
☎（63）3313

健康課市民健康係
☎（63）8312

地域包括支援センター
☎（63）2175

市役所2階

市役所4階
会議室4-3

月・火・水・金
午前 9 時～午後 4 時

（木曜を除く平日）

月～金曜日
（受付窓口）
午前9時～午後4時30分

6月18日（木）
午前10時～正午

教 育 相 談 集団不適応、いじめ、不登校、発達の遅れ等の相談に
応じます。（電話による相談も予約制で受け付けます）

教育相談室
☎（63）0082

総合教育研究所
教育相談室

月～金曜日
午前9時～午後5時

青少年相談 青少年のさまざまな悩みに関する相談に応じます。青少年指導センター
☎（63）8324

市民情報センター
4階

市民情報センター
3階

月～金曜日
午前9時～午後5時

外国人相談
日常生活の中で困っていること、聞きたいことなどの
相談を、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、英語、
日本語で受けます。市役所窓口での通訳もします。

市国際交流協会
☎（60）5931

月～金曜日
午前9時～午後5時

コミニーテ
（まちなか交流
プラザ内）

人権なんでも
相 談

人権・男女共同参画課
☎（63）8351

6月11日（木）
午前9時～正午

日常生活の中で「これは人権問題では？」と思うことは
ありませんか。人権擁護委員が相談に応じます。

6月19日（金）
午後1時30分～3時

不動産なんでも
相 談

ひきこもり
相 談

毎月１回、宅地建物取引士が不動産に関わるさまざ
まな相談に応じます。（予約制）

ひきこもりに関する相談に応じます。

（公社）県宅地建物取引業協会
☎028（634）5788

ひきこもり地域支援センター
☎（65）5381

市役所4階
会議室4-1

鹿沼市
社会福祉協議会

6月12日（金）
午後1時30分～3時30分

火～土曜日
午前10時～午後6時

　
市
民
の
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
５
月
に
入
り
各

地
の
田
ん
ぼ
で
は
田
植
え
姿
が
目
立
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
今
年
も
鹿
沼
の
美
味
し
い
お
米
、

豊
作
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　
さ
て
、５
月
は
イ
ベ
ン
ト
三
昧
で
す
。
10
日
に

は「
第
47
回
鹿
沼
さ
つ
き
マ
ラ
ソ
ン
」、17
日
に

は「
鹿
沼
宿
ま
ち
あ
る
き
」と「
芭
蕉
の
笠
替
え

行
事
」、そ
し
て
23
日
か
ら
６
月
１
日
に
か
け
て
、

「
第
55
回
鹿
沼
さ
つ
き
祭
り
」、ま
た
、鹿
沼
さ
つ

き
祭
り
の
協
賛
事
業
と
し
て
23
日
に
は
、黒
川
河

畔
で「
グ
ル
メ
フ
ェ
ア
＆
花
火
」、30
日
に
は
、鹿

沼
72
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
で「
鹿
沼
を
彩
る
一

尺
玉
２
０
２
６
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。楽
し
み
な

イ
ベ
ン
ト
ば
か
り
で
す
！

　
私
は
今
年
度
も
精
力
的
に
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス

を
行
い
、鹿
沼
市
の
魅
力
発
信
に
全
力
を
注
い
で

い
ま
す
。
先
日
、さ
い
た
ま
新
都
心
に
あ
る
水
資

源
機
構
や
、経
済
産
業
省
、環
境
省
等
を
訪
問
し
、

市
の
政
策
等
に
つ
い
て
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。
ま
た
、

第
45
回
春
日
部
藤
ま
つ
り
に
お
招
き
い
た
だ
き
、

沿
道
の
方
々
に
鹿
沼
市
の
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
て

き
ま
し
た
。「
鹿
沼
市
は
ご
存
じ
で
す
か
」と
声

を
か
け
る
と
、「
い
ち
ご
美
味
し
い
よ
ね
」「
鹿
沼

シ
ウ
マ
イ
食
べ
た
」「
花
木
セ
ン
タ
ー
の
ル
ピ
ナ

ス
綺
麗
だ
っ
た
」等
、コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
令
和
５
年
度
以
降
、鹿
沼
市
の
観
光
客
宿

泊
数
は
顕
著
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、訪

れ
て
い
た
だ
き
、そ
こ
か
ら
関
係
人
口
増
、二
地

域
居
住
等
を
経
て
、鹿
沼
市
へ
の
移
住
と
い
っ
た

流
れ
を
作
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
令
和
８
年
５
月
１
日
記
）
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鹿
沼
市
長 

松
井
正
一

第２３回

ま
っ
ち
ゃ
ん

コ
ラ
ム

広告財源確保のために広告を掲載しています。

都市保全課道路河川管理係　☎（63）２２０８

　市道に隣接する敷地から、樹木や生垣が道路上や上空に張り
出している所があります。車両や歩行者の通行の妨げになるだ
けでなく、視界が遮られることで、交通事故につながる恐れがあ
り大変危険です。カーブミラーや道路標識を隠してしまい、思わ
ぬ事故の原因となる可能性もあります。
　敷地内の樹木の所有権と管理責任は、その土地の所有者にあ
ります。そのため、道路上に張り出していても、市が伐採・せん定
することはできません。もし、張り出した樹木が原因で事故が発
生した場合、その所有者に管理責任が問われることがあります。
　安全で安心な道路環境を維持するため、市民の皆さんには、敷
地内の樹木を確認し、定期的な伐採およびせん定にご協力くだ
さい。

道路の安全確保にご協力を

【樹木が道路の上空を覆っているケース】

【樹木が張り出しているケース】

道路上に張り出した樹木等の
伐採・せん定をお願いします

鹿沼市指定ごみ袋に関するお知らせ
ごみ袋は当面の在庫を確保しています。買いだめはお控えください。

　現在、中東情勢の影響に伴い、原油や原材料等の供給が困難な状況であるとの報道がされてい
ますが、鹿沼市のごみ袋は当面の在庫を確保しており、直ちに供給が滞る事態にはありません。市
民の皆さんには、日常的に使用する指定ごみ袋の買いだめを控えていただきますようお願いします。
　一人ひとりの落ち着いた行動が、安定したごみ収集・処理体制の維持に繋がります。市民の皆さ
んには、これまで以上にごみの分別や減量化に取り組み、資源の有効活用にご協力ください。

資源循環課資源循環推進係　☎（64）３２４１
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